
１．施設の名称等

２．施設の概要
昭和 50 年 10 月 6 日

）

）

令和5年度

類似施設の
設置状況

15,861

設置目的

一般財源

利用対象者等

施設内容

施設の利用
料金体系

団体の宿泊研修及び野外活動を通じて健全な青年の育成その他社会教育の振興を図るため、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条に基づき設置する。

利用対象者：特に制限なし
開業時間：午前９時～午後５時（ただし宿泊者があれば、この限りではない）
休業日：毎週日・月曜日（利用予約があれば開業）及び１２月２８日～１月５日（年末年始休業日）

敷地面積：19,915㎡、建物面積：1,395㎡
主な施設：本館、体育館、キャンプ場、運動場
宿泊定員：８０名
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15,957
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204
0

備品購入費・改修費 293

0

（説明）

事業評価調書〔途中評価〕（令和５年度）
〔指定管理者制度導入施設〕〔Ａ調書〕

単位あたりコスト

区　　　分
（単位：千円）

設置法令等

0
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15,271
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16,046

事業費＜Ａ＞

「当事業による一人あたりの施設利用費用」＝Ｃ÷（当事業によるR4施設利用人員：6,412人）

人件費＜Ｂ＞

15,727

（実績） （実績）
令和2年度
（実績） （計画）

令和4年度令和元年度 令和3年度

総合計画上の位置づけ
基本戦略
施　　策
事 業 群

1-3
2

④

教育庁

郷土を愛し、地域を支える心豊かな人材の育成

生涯学習課
課（室）長名 加藤　盛彦

長崎県の未来を創る子ども、郷土を愛する人を育てる

子どもたちが直接自然と触れ合う体験活動の推進

事 業 所 管

設置年月日
長崎県立青年の家条例（昭和50年10月6日）

（実績）

施　設　名　称 長崎県立対馬青年の家

所　在　地 対馬市峰町三根１１８６



３．指定管理者の概要

令和 3 年 4 月 1 日 令和 8 年 3 月 31 日

■ 未導入 公募 ■ 非公募

４．成果指標の達成状況及び管理運営に要した経費等の収支状況
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ｃ
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５．令和４年度事業の実施状況・実績の検証

9,919

実績値

（千円）

10,057
25,678
25,678
17,735

達成率b/a

達成率b/a
目標値
実績値

100

（計画）

常勤

令和5年度
（計画）

対馬市峰町三根１１８６
対馬青年の家施設運営協会

非常勤
常勤
非常勤

常勤
非常勤

常勤常勤

実　　　　績計　　　　画

収入計a

非常勤

14,878

非常勤

25,332
25,332

うち人件費

▲ 1,165

2,224
常勤
非常勤（人）

※この収支は指定管理者が行う管理運営にかかるものであり、この他に県が直接負担したものとしては、「２．施設の概
要」の「県予算」の「その他」がある。
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事業計画（R4）
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111
100

（実績）
令和2年度
（実績）

実　　　　績

目標値

③

②

①

令和4年度

実績値

（実績）単位
令和3年度

アンケート調査による利用者満足度
（％）

施設（設備）の維持・修繕等（ただし１００万円以上の改修を除く）
利用団体の指導に関する業務、主催事業・施設事業に係る広報・ＰＲ活動、教育機関としての連携業務

導入済 選定方法

≪代表者氏名≫ 会長　比田勝　尚喜

①
①利用者の大半が満足し
ていると判断できる９
０％を毎年度維持
②過去5ヵ年の平均と前年
度実績から算定
③定員の充足
※いずれの目標値も指定
管理者と協議のうえ設定

指定期間

指定管理者
の名称等

②

～

年間利用者数（人）

主催事業参加率（％）

目標値

人

％

（目標値の根拠）

③

利用料金制

≪所在地≫
≪名  称≫

<令和５年度実施における変更点＞

90

＜指定管理者実施分＞
①施設（設備）の維持修繕等
②利用団体の指導に関する業務
③主催事業に関する業務
④施設事業に係る広報・ＰＲ活動
⑤教育機関としての連携業務

＜県実施分＞
①業務の実施状況や管理経費等の収支状況調査の実施
②県の広報媒体を活用した施設及び主催事業の周知

＜指定管理者実施分＞
①職員によって、(1)壁面塗装（キャンプ場トイレ、炊飯
場倉庫、体育館入口、宿泊部屋手すり、和室）と(2)雑木
林伐採（60本程度）、(3)施設敷地内の柵設置等を実施で
きた。
②宿泊学習における各団体の目的を明確にし、その目的に
沿った指導・支援を行うことができた。
③事業計画書に基づいた積極的な事業展開が行われた。
また、全事業において、(1)教育効果や(2)利用者満足度、
(3)参加状況、(4)市場評価、(5)事業コストについて、数
値を用いた分析も行っている。
④ホームページに加え、LINEやInstagram、Facebookで情
報発信の強化を行った。また、「対馬青年の家だより」を
対馬島内の全小学生と幼稚園・保育園児に配布した。
⑤国立施設（1機関）や県（1機関）、市（4機関）の行政
機関、小学校（1学校）、民間企業（1機関）、地域団体
（2事業）、個人（1事業）と連携し、事業を実施した。
＜県実施分＞
①適正に実施されていることを確認した。
②県広報媒体を活用し広報活動を実施した。



＜指定管理者実施分＞ （単位：千円）

６．令和５年度事業の実施にあたり見直した内容

７．令和５年度事業の評価 ※評価区分（ａ：行われている、ｂ：一部行われていない、ｃ：行われていない）

・施設の設置目的にあった管理運営が行
われているか。

ａ

ａ

ａ

ａ

利用者アンケートを実施し、利用者ニーズを取り入れたサービ
スの提供に努めている。また、アンケート結果も満足度が非常
に高い。

施設・設備の日常点検・定期点検は協定書に従って適切な管理
が行われている。

利用者確保により収入の確保について努めている。

・住民の公平かつ平等な利用の確保が行
われているか。

指定管理者制度の導入効果を踏まえた施設の設置目的の達成状況の総合評価

○業務改善協議の実施：毎年6月と12月に実施しており、職員のアイデアをボトムアップするために、全員で①指導業
務、②新規主催事業、③事務処理、④修繕、⑤備品、⑥プログラム開発、⑦新規プログラムについて協議を行っている。
その結果、以下のとおり見直しを行った。
「新規プログラム」として、モルックとスポーツチャンバラを導入した。「施設備品」については、ドライヤーを宿泊室
周辺に４台増設した。また図書コーナーを充実させるため廃校となった学校から本をもらい受けた。その他にも、家族利
用の場合は、２名からでも利用できるように規約改正を行った。また、施設を楽しんでもらうために、年４回それぞれの
季節に合わせた飾り付けを行った。

Ａ
○近年の利用者数については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減少していたが、令和４年度は６，４１２人であ
り、回復傾向にある。
○利用者の満足度も良好であるとのアンケート結果が得られている。
○主催事業については、事業内容を随時見直すなどして参加率の目標を上回ることができた。
○収支面においては、広報・ＰＲ活動を継続的に実施したことにより、主催事業等の利用者が確保されたこと、また、細
かな予算管理と徹底した経費節減が行われたことによって収益を上げることができた。
　以上のことから、青少年を中心とした多くの県民に、自然体験活動及び社会教育活動の場を提供することができ、設置
目的に則した成果を維持していると思われる。

指
定
管
理
者
の
行
う
管
理
運
営
等
に
関
す
る
評
価

ａ

（その他の観点）

全体の利用者に対し、青少年の利用率が６２％、また宿泊の利
用率が２７％と新型コロナウイルス感染症拡大の影響で例年よ
り利用率は低下しているが、設置目的を概ね果たしている。

目的に則した利用料金設定と減免基準を設けており、住民の公
平かつ平等な利用を確保している。

経費削減により収益を上げている。また、定期的に予算執行状
況を把握し、適切な予算執行に努めている。

○管理運営状況については、協定書に基づき適正に実施された。
○利用者数については新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減少していたが、令和４年度は６，４１２人であり、
回復傾向にある。
○主催事業については定員に対する参加率が１３４％となり、目標を達成した。
○施設利用者への満足度アンケートでは、９９％が「良」という結果で目標を達成し、施設サービスについて非常に
高い評価を得た。

25,288
うち利用料 536

管
理
運
営
の
状
況

内　　　　容

・経費節減に向けた取り組みが行われて
いるか。

ａ

・収入の確保に向けた取り組みが行われ
ているか。

・施設・設備の維持管理は適切に行われ
ているか。

・利用者に質の高いサービスの提供が行
われているか。

視点 評価 判定理由

収
支
の
状
況

収支計画・実績

主な項目 計画 実績 増減理由・収支改善の取り組み等
収入ａ 25,333

うち人件費

491
うち県負担金 14,878 14,878
その他 9,919 9,919

25,333 24,167 新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び経費削減による支出減

その他 10,667 10,060
14,666 14,107

収支a-b 0 1,121

検　　　　証
○新型コロナウイルス感染症拡大の影響による利用者数の減により利用料収入が計画を下回った。
○経費削減などの経営努力により一定の収益を得ることができた。

検　　　　証

支出ｂ



■

■

■

■

■

■

■

８．令和６年度事業の実施に向けた方向性
現状維持 ■ 改善 移管 廃止

c.余地がある
（その他の観点）
○施設の無償譲渡について、対馬市からの要望は無い。
○地元市として青少年教育施設の必要性は認めながらも、市の行財政改革に基づき、市有施設の整理等を推進してい
ることなどから、今後も移譲について進展が見込まれるとは言い難い状況であるが、継続して地元自治体と協議して
いく。
○今後、施設の設置目的や国、市町における類似施設等の設置状況を踏まえ、施設設置の意義や県民ニーズ、施設等
の維持管理・更新などの長期的視点で、施設の必要性について検討を進めていく。

区　　分
（説明：令和６年度事業の実施に向けた方向性の理由・見直しの内容）
○職員研修事業：最終年度を令和７年度とし、①各種研修会の実施と参加、②主催事業の報告書作成（毎年3部）、③論
文投稿（R７年度）を行う予定である。このような取り組みによって、職員の質を高め、利用者の教育効果と満足度の向
上に努めたい。
○SDGs事業：国連サミットで採択された期限と同じ令和12（2030）年を期限とし、活動を展開していく。施設方針として
は、SDGsの理解を深める、実践・発信、連携、人材育成とし、それらを達成するための方法として、①各種研修会への参
加、②対馬版SDGs生活アクションガイドの作成（R５年度）、③主催事業との連携（R５年度）、④小中高校生によるSDGs
に関する成果ポスター「ふるさと学習交流展」の実施（R５年度）、⑥活動プログラムとSDGsの連動（R６年度）、⑦地域
連携事業（R６年度）を実施予定である。
○キャンプ事業：最終年度を令和７年度とし、キャンプ事業の実施と年間キャンプ利用者100名を獲得したい。そのため
にも、①対馬島内のキャンプ場調査（R４年度済）や②申請書の簡素化（R５年度）、③資金調達（R５年度）、④キャン
プ場整備（R５年度）、⑤備品購入（R５年度）、⑥キャンプ事業の実施（R６年度）を行っていきたい。

a.なっている 収支状況も概ね安定し、良好な施設運営、サー
ビスの提供により、利用者の満足度も高い。

c.なっていない

・指定管理者制度は、施設の設
置目的の達成に十分寄与する手
法となっているか。

b.一部なっていない

施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
評
価

a.余地はない コロナ禍による休館・利用制限期間中であって
も、体験活動確保の観点から、対面ではない事
業内容に変更し、全事業を実施した。

有
効
性

b.一部余地がある

地元利用が９９％と高く、地元市において施設
を管理することが望ましいが、地元移譲の協議
は、市町の財政状況等を踏まえながら、慎重に
行うべきである。

b.一部適当（可能）でない

a.代えられない

・事業効果をさらに上げる余地
はないか。

b.一部代えられない

c.代えられる

協定に定められた施設の維持管理、指導業務、
主催事業等を実施し、概ね計画どおりの活動結
果が得られている。c.得られていない効

率
性

・指定管理者制度以外で、同一
の県負担や業務量でより大きな
活動結果が得られる手法に代え
られないか。

a.得られている

社会環境に応じた柔軟性のある主催事業の展
開、経費節減の実効性など指定管理者制度が有
効に機能している。

・県の負担や業務量に見合った
活動結果が得られているか。 b.一部得られている

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で利用者
が減少していた年間の利用者は、６千４百人と
回復傾向にあり、学校等の宿泊学習が盛んに行
われている。また、一般の利用者に対し、自然
体験活動の重要性を認識させる事業を実施して
おり、必要性は高いと思われる。

a.適応している 少子化により、主な利用者である児童生徒が減
少する中、散策や軽スポーツ交流会等幅広い年
齢層に対応できる事業等の展開により利用者数
を維持している。

b.一部適応していない

c.適応していない

a.適当（可能）でない

a.薄れていない

b.一部薄れている

c.薄れている

視点 評価

・市町または民間に移管・移譲
することが適当（可能）ではな
いか。

・県民ニーズに照らして、事業
の必要性が薄れていないか。

・事業を取りまく環境、経済情
勢などの変化に適応している
か。

必
要
性

c.適当（可能）である

理由


